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福島県立石川支援学校 

地域支援センターだより 

令和元年 ６月２８日発行  №２ 

 

 本校全学部の授業と高等部の職業の授業を参観して

いただいた後、体育館にて各学部の概要説明と高等部

の卒業後の進路状況について説明をしました。 

個別相談会では、「就学や進学について」、「本校での

具体的な学習内容」「配慮が必要な子どもの学習の進め

方」などの相談があり、それぞれ個別に話し合いを行

いました。 

５月３１日（金）に「学校見学会」が行われ、地域の学校関係者や児童生徒、保護者、福祉関係者等、

７０名の参加がありました。本校の全学部の授業を公開し、児童生徒の学習の様子を参観していただき

ました。今回は、その様子を紹介したいと思います。 

 
きらら  

参加者内訳 

（幼稚園・保育所・学校関係者１２名、児童生徒・保護者４１名、福祉サービス事業所・福祉関係職員１７名） 

特別支援学校を実際に見て、どのよう

な授業を行っているかや、指導方法が知

れて良かったです。 （小学校教員） 

 

マンツーマンに近い支援に驚きま

した。障がいの特性によりクラスが

分かれており、社会自立に向けたカ

リキュラムにもなっているので、保

護者さんも安心して預けていらっし

ゃるのではないかと思いました。 

（教育委員会関係者） 

～学校見学会に参加した方の感想の一部を紹介します～ 

参加者の皆さまにいただいたアンケートの「参加目的」で最も多いのは、「特別支援

教育に興味関心がある」「授業内容や指導方法を知りたい」でした。授業を見ていただ

く中で、少しでも地域の皆さんに、本校の教育活動や児童生徒の様子を知っていただく

良い機会となったのではないでしょうか。 

授業公開の後、体育館で本校の概要説明と個別相談を行いました。 

静かな授業風景が印象的でした。作業

も、自ら動き、取り組んでいる姿があり、

何より、生徒の皆さんの挨拶が素晴らしか

ったです。（福祉サービス事業所職員） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 福祉サービス事業所に「受給者証」を持って行き、事業所と契約 

してサービスを使い始めます。サービス利用開始後に、必要に応じて 

計画の見直しを行うこともできます。 

＜児童生徒が利用できる障がい福祉サービスと利用のための手続きについて＞ 

夏季休業中や今後、①日中一時支援、②短期入所（ショートステイ）、③放課後等デイサービス等の利用を

考えている保護者の皆さまに各サービスの内容や、実際に利用する際の手続きの方法についてお知らせいたし

ます。 

【手続きの主な流れ】※市町村によって多少申請の仕方は異なる場合があります。 

 

① サービスを利用したい時 

各市町村にある「相談支援事業所」に相談します。その後の手続きの手順も 

教えてもらえます。ない場合は直接役所に連絡でも可能です。 

② 各市町村の役所にある「障がい福祉の担当窓口」に行きます。 

（障がい福祉課など） 

＊子育て支援の担当窓口になる場合もあるので役所で確認して下さい。 

③ 役所の人が聞き取り（認定調査）をして、医師の診断書に基づき、 

「障害支援区分」を決定します。どのくらいの支援が必要かの確認です。 

④ 地域の相談支援事業所で「サービス等利用計画」を作成してもらい 

ます。どのようなサービスをどのくらい利用したいかの相談ができます。 

⑤ 「サービス等利用計画」を役所に出すと、「支給決定（どれくらいの 

サービスを利用できるか）」が決まり「受給者証」が交付されます。 

 放課後等デイサービスを行う事業所が年々増えてきていますが、まだまだ須賀川市や白河市などに集中し

ているのが現状です。支援の形態も事業所毎に特色があり、学校まで迎えに来てくれる事業所や対象を中学

生までに限定している事業所、通常の小中学校のみを対象とした事業所などさまざまです。 

 本校の児童生徒が利用できる事業所が少しでも増えるように、これからも各地域の自立支援協議会等に参

加しながら本校の現状や保護者の皆さまのニーズをお伝えしていきたいと思います。 

 

保護者１0名、保健師２名、福祉サービス事業所１１名、児童センター職員２名です。） 

＜日中一時支援＞ 
＜短期入所(ショートステイ)＞ 

①日中一時支援事業は、家族の方

が見守りできない時間に障がい児

や障がい者をお預かりして見守り

をする事業です。介護給付で受け

るサービスのような支援プログラ

ムは作成しません。 

＜放課後等ディサービス＞ 

②短期入所は、保護者が病気

その他の理由で一時的に介護

できない場合に、施設等へ短

期間入所して、入浴・排せ

つ・食事等の介護その他必要

な保護を行うサービスです。 

③学校授業終了後または休業日

に、生活能力の向上のために必要 

な支援や余暇の提供などを個別支

援計画に基づき提供します。 

学校教育法に規定する学校に就学

している障がい児が対象です。 


